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201３年度環境基本方針

○ 事業運営に当たっては環境への配慮を優先事項と位置付け、環境保全に関する法令、自治体条

例等の要求事項を遵守するとともに、安全確保を図りつつ、省エネルギー、省資源、廃棄物の低

減を図り、地球環境の保全に努める。 

○ 環境保全に関する情報発信を推進し、国民や地域社会との信頼関係を築くように努める。

ごあいさつ
　原子力機構では、我が国唯一の原子力の総合的な原子力研究開発機関として、東京電力株式会社福島第
一原子力発電所の事故により大きな影響を受けた環境の回復と、事故炉の廃止措置という国家的課題に対し、
科学的及び技術的専門性を最大限活用して幅広く取り組んでまいりました。今後も総力を挙げて復興支援に
向けて取り組んでまいります。
　高速増殖原型炉もんじゅの保守管理上の不備や大強度陽子加速器（Ｊ－ＰＡＲＣ）での放射性物質の漏えい
事故を発端とし、原子力機構では今後我々が果たすべき使命を再定義した改革計画を策定し、安全を最優先
として本計画に掲げた対策を確実に実施して、役職員全員が自らを新しく造り直すのだという覚悟を持ち、抜
本的な意識改革を進めてきています。
　一方、国の「エネルギー基本計画」（2014年4月11日閣議決定）や「経済財政運営と改革の基本方針
２０１４（骨太の方針）」（2014年6月24日閣議決定）において、原子力は我が国の「エネルギー需給構造
の安定性に寄与する重要なベースロード電源」と位置付けられました。その中で「もんじゅ」は放射性廃棄物
の減容化・有害度低減のための国際研究拠点として位置付けられ、徹底的な改革を行い、もんじゅ研究計画
の成果取りまとめを目指すこととされました。また、高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた取組の推進や、
高温ガス炉については安全性の高度化に貢献する研究開発と示されました。さらに、加速器を用いた核種変
換は放射性廃棄物の処理・処分の安全性を高める技術開発として期待されるなど、今後の原子力機構の各事
業の重要さを改めて認識するものでした。
　自己改革に組織の総力を投入する一方、社会から付託された研究開発任務を遅滞させることなく進め、世
界最先端の優れた研究開発成果を次々と生み出すことによって、原子力機構は原子力研究開発利用を支える
責任を、将来に向けて積極的に果たしてまいります。

　2013年度における環境に配慮した活動につきましては、業務遂行に
際して役職員一人一人が取り組むべき目標の一つとして「環境基本方針」
を定めるとともに、活動を充実させるための努力を行ってまいりました。
本環境報告書は、環境配慮促進法１）に基づき、2013年度における原
子力機構の業務実績を環境配慮の視点から取りまとめたもので、当機構
が、原子力の総合的な研究開発に取り組む中で行っている地球温暖化対
策に貢献する研究開発や環境配慮活動への取組状況を、地域社会の皆
様はもとより、広く国民の皆様にお知らせすることを目的にしています。
今後も引き続きこれらの活動をより良いものにできるように努力してまい
りたいと思っています。これらの活動について皆様にご理解いただき、
また、忌憚のないご意見などをお寄せいただければ幸いです。

2014年9月

独立行政法人
日本原子力研究開発機構

　理事長

１） 「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」（2004年6月2日 法律第77号）
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行動基準

　原子力機構は経営理念を階層構造で体系化して規定しており、設立目的とミッション（果たすべき役割）を踏

まえ、役職員の業務運営の規範とするとともに、経営姿勢を表明します。

　原子力機構は、我が国唯一の原子力の総合的な研究開発機関として、安全確保を大前提とし、
原子力により国民の生活に不可欠なエネルギー源の確保を実現すること及び原子力による新しい
科学技術や産業の創出を目指して、その基礎・基盤から応用・実用化までの研究開発を行うとと
もに、その成果等の普及を行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上に寄与すること
を目的としています。

●JAEAのミッション
『原子力の未来を切り拓き、人類社会の福祉に貢献する』

●JAEAのスローガン
『高い志　豊かな発想　強い意志』

●JAEAの基本方針
・安全確保の徹底　　・創造性あふれる研究開発
・現場の重視　　　　・効率的な業務運営
・社会からの信頼

原子力機構（JAEA）の経営理念の体系

独立行政法人日本原子力研究開発機構「行動基準」

■安全確保の徹底
一．私たちは、社会の人々の安全確保を第一に行動します。
一．私たちは、事故の未然防止、影響緩和及び再発防止に努めます。また、万一、事故や災害が発生した場合には、

迅速かつ的確な措置と復旧に努めるとともに、透明性の高い情報提供を行います。
一．私たちは、安全確保のための品質保証活動に継続的に取り組みます。
一．私たちは、省エネルギー、省資源、廃棄物の低減を図り、環境保全に努めます。

■創造性あふれる研究開発
一．私たちは、原子力機構の使命を自覚し、その達成に全力を尽くします。このため、常に研鑽を重ね、専門能力

を磨き、創意工夫と革新的技術を駆使して競争力のある研究開発に挑戦します。
一．私たちは、原子力の平和利用のため、世界と交流し、国際社会をリードし貢献します。
一．私たちは、チャレンジ精神を発揮し、仕事を通じて自己実現を目指します。
一．私たちは、社会及び産学官との対話と連携を密にし、研究開発成果の移転や実用化を積極的に進め、社会の発

展に貢献します。

■現場の重視
一．私たちは、成果を生み出す研究開発の現場を大切にし、研究開発の推進と施設の安全確保の両立を目指します。
一．私たちは、一人一人の人格や個性を尊重し、安全で、明るく働きやすい職場づくりに、また、新しいことに果

敢に挑戦する風土づくりに努めます。

■効率的な業務運営
一．私たちは、国民の負託により業務を行っていることを認識し、自ら事業の選択と経営資源の集中を行い、効果

的・効率的な業務運営に努めます。
一．私たちは、常に経費の効率的な運用と適正な管理に努めます。

■社会からの信頼
一．私たちは、法令、内部規定等のルール、企業倫理を遵守します。
一．私たちは、取引先、地域社会、国際社会等と取り交わした契約や約束を誠実に履行します。
一．私たちは、社会とのコミュニケーションを通じ、業務の透明性の向上に努めるとともに、説明責任を果たします。
一．私たちは、広く成果を公開し、社会の評価を仰ぎます。
一．私たちは、一人一人が原子力機構の一員であると同時に、社会の一員であることを自覚し、常に良き社会人と

して誠実に行動します。

経営理念

経営理念 � http://www.jaea.go.jp/about_JAEA/philosophy.html
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中期計画
　原子力機構は、主務大臣（文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会）から指示さ
れた中期目標に基づいて作成した中期計画に沿って事業を進めています。現在は第２期中期計
画（2010年 4月 1日～ 2015年 3月 31日）にしたがって業務を推進しています。

中期計画 � http://www.jaea.go.jp/01/pdf/keikaku22.pdf

　第２期中期計画では、「もんじゅ」をはじめとする原子力エネルギーに関する研究開発を中心に、第１期中期
計画にて主要４事業（「高速増殖炉サイクル研究開発」、「高レベル放射性廃棄物処分技術研究開発」、「核融合研
究開発」、「量子ビーム応用研究開発」）と位置付けた事業への重点化を継続しつつ、すべての研究開発事業につ
いて一層の効率化を進めます。また、福島第一原子力発電所事故からの復旧対策、復興に向けた取組への貢献を
重要事業と位置付け、我が国唯一の総合的な原子力研究開発機関として、積極的に取り組んでいきます。
　第２期中期計画において、原子力機構の業務を定める「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置」は以下の８項目です。

①福島第一原子力発電所事故への対処に係る研究開発
②エネルギーの安定供給と地球温暖化対策への貢献を目指した原子力システムの大型プロジェクト研究開発
③量子ビームによる科学技術の競争力向上と産業利用に貢献する研究開発
④エネルギー利用に係る技術の高度化と共通的科学技術基盤の形成
⑤原子力の研究、開発及び利用の安全の確保と核不拡散に関する政策に貢献するための活動
⑥自らの原子力施設の廃止措置及び放射性廃棄物の処理処分に係る技術開発
⑦放射性廃棄物の埋設処分
⑧産学官との連携の強化と社会からの要請に対応するための活動

　次に「業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」は以下の３項目です。
①効率的、効果的なマネジメント体制の確立
②業務の合理化・効率化
③評価による業務の効率的推進

　また、安全研究を含む基礎・基盤研究の推進、成果の産業利用の促進、国内外の原子力人材の育成等について
も、総合的な原子力研究開発機関としての役割を果たしていきます。
　業務運営に関しては、自らの原子力施設の安全確保の徹底、組織の内部統制・ガバナンスの強化、情報公開の
徹底、立地地域との共生等を図り、さらに、原子力技術の実用化を目指すプロジェクト研究開発と基礎・基盤研
究との効果的な連携を強化するとともに、大型原子力施設の運営管理、国内外の関係機関との連携が重要となる
プロジェクト研究開発等におけるマネジメントの一層の強化を図っていきます。

業務の実績に関する評価 � http://www.jaea.go.jp/about_JAEA/business_plan.html

　原子力機構は独立行政法人であり、文部科学省、経済産業省及び原子力規制委員会の独立行政法人評価委員会
において業務実績に関する評価を毎年度受けています。2014 年 8 月までに第 2 期中期計画の 4 年目にあた
る 2013 年度の評価が行われました。評価結果の総括は次のとおりです。
●原子力基礎工学研究等の基礎的・基盤的研究分野にて、研究の方向性を明確化しつつ、特筆すべき研究成果を

数多く上げていることは高く評価できる。
●核融合エネルギーを取り出す技術システムの研究開発においては、世界に先駆けた顕著な成果を創出し、年度

計画を極めて高いクオリティーで達成したことは高く評価できる。
●核燃料物質の再処理に関する技術開発については、施設の安全強化に係る取組として、東海再処理施設の潜在

的な危険の原因を低減させるためのプルトニウム溶液及び高放射性廃液の固化・安定化処理について、事業者
自ら原子力規制委員会に提起し、認められたことは高く評価できる。

●一方で、「もんじゅ」については、保守管理の不備について、理事長を中心に抜本的な改革が進められているこ
とは評価できるものの、引き続き保守管理体制及び品質保証体制並びに保全計画の改善に取り組む必要がある。

＜参考＞　全体評価は、業務の質の向上：Ｂ　　業務運営の効率化：Ｂ　　財務内容の改善：Ａ　でした。
個々の項目評価結果は以下のとおりです。

評価 件数 項　　目　　名

Ｓ 3
・原子力基礎工学研究
・核融合エネルギーを取り出す技術システムの研究開発
・核燃料物質の再処理に関する技術開発

Ａ 22 ・福島第一原子力発電所事故への対処に係る研究開発 など

Ｂ 4

・放射性廃棄物の埋設処分
・施設・設備の供用の促進
・特定先端大型研究施設の供用の促進
・効率的、効果的なマネジメント体制の確立

Ｃ 2 ・高速増殖原型炉もんじゅにおける研究開発
・安全確保及び核物質等の適切な管理の徹底に関する事項

Ｆ 0 ―

Ｓ：特に優れた実績を上げている。
Ａ：中期計画通り、又は中期計画を上回って履

行し、中期目標に向かって順調に、又は中
期目標を上回るペースで実績を上げてい
る。

Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない
面もあるが、工夫や努力によって、中期目
標を達成し得ると判断される。 

Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達
成のためには業務の改善が必要である。

Ｆ：評価委員会として業務運営の改善その他の
勧告を行う必要がある。




